
（注）管理形態欄には，直営・管理委託・指定管理者の別を記入してください。

２．現指定管理者の概要【施設所管課記入】

３．施設の概要【施設所管課記入】

・入園料につきましては無料で、広間及び茶室の使用については有料。（減免制度あり）
・自主事業のイベント等は材料費程度、保険料の参加費を徴収しております。

利 用 料 金 制

採 用 の 有 無

（様式第１号）

指定管理者制度導入施設の管理運営に関する評価票（評価対象年度：平成30年度）

施 設 の 名 称 宮城県昭和万葉の森

１．当該施設の管理形態の推移【施設所管課記入】

期　　　　　             間 管理形態 指定管理者（管理受託者）の名称 摘 要

株式会社　万葉まちづくりセンター

指 定 管 理 者 の 名 称
名  称

指 定 管 理 者 の 名 称 株式会社　万葉まちづくりセンター

施 設 所 管 部 課 （ 室 ） 環境生活部　自然保護課

平成２４年　４月 　～　平成２９年　３月 指定管理者 株式会社　万葉まちづくりセンター

　　　　　　　　 　　　～ 　平成２４年　３月 指定管理者

株式会社　万葉まちづくりセンター

所在地 黒川郡大衡村松の平三丁目４－３４

平成２９年　４月 　～　令和　４年　３月 指定管理者 株式会社　万葉まちづくりセンター

施 設 の 名 称 宮城県昭和万葉の森

所 在 地 黒川郡大衡村大衡平林１１７番地

指 定 期 間 　平成２９年　４月　１日　～　令和　４年　３月３１日　（　５か年）

募 集 方 法 　■　公募　　□　非公募

設 置 年 月 平成元年　４月

根 拠 条 例 等 県民の森等の設置及び管理に関する条例

構　　　造
万葉の館：集会棟（木造平屋２７６，７６㎡）・展示棟（木造平屋１３６，８４㎡）
森林公園：あかまつ林（６，０ｈa）・落葉広葉樹林（１６，６５ｈa）・遊歩道（５，６５９
ｍ）　　　駐車場（１，９９２㎡）

設 置 目 的
　万葉植物を通じて歴史・文化・自然科学等の学びの森とすると共に、森林浴による健康増進
の場として広く県民の利用に共する。

施 設 の 内 容

敷 地 面 積 ２２６，５００㎡

内　　　容
万葉の館（集会棟、展示等）
野外トイレ２棟（うち１棟は身障者用）
駐車場

開 館 （ 所 ） 日 通年（年末年始：１２月２８日～翌年１月４日を除く）

指 定 管 理 者 が 行 う
業 務 の 範 囲

（１）昭和万葉の森の管理運営に関すること。
（２）昭和万葉の森の維持管理に関すること。
（３）昭和万葉の森の施設利用に関すること。

開 館 （ 所 ） 時 間 　午前９時００分　～　午後４時３０分（４月１日～１０月３１日・午前９時～午後４時（１１月１日～翌３月３１日）

　■　有　　□　無

利 用 料 金 の 名 称



４．施設利用実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 開館（所）日数及び利用者数

日 日 日

人 人 人

（注）対象施設が複数ある場合は，施設ごとに記入してください。

 (2) 延べ利用者数の内訳

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

５．管理運営収支実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 収入

 (2) 支出

 (3) 収支

項　　　　　目

事業計画

357 358

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(A)

前　年　度
（平成29年度）

(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(C)

100.0% 100.3%

実　　績
対計画比
(C)/(A)

延べ利用者数 41,000 39,896 49,598 121.0% 124.3%

開館（所）日数 358

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(A)

前　年　度
（平成29年度）

(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(C)

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

184.7% 154.3%

来園者数 40,000 38,699 47,751 119.4% 123.4%

館・茶室利用者数 1,000 1,197 1,847

合　　　　計 41,000 39,896 49,598 121.0% 124.3%

（単位：千円，％）

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(A)

前　年　度
（平成29年度）

(B)

評価対象年度
（平成30年度）

(C)

25.5% 124.4%

県指定管理料 11,500 11,500 11,500

その他 350 77 90

100.0% 100.0%

利用料金収入 200 41 51

7,905 8,092

25.7% 116.9%

収 入 計　(ａ) 12,050 11,618 11,641 96.6% 100.2%

87.9% 102.4%

施設管理費 1,080 1,767 1,711 158.4% 96.8%

人件費 9,202

4.0% 88.9%

事業運営費 1,300 1,778 1,722

支 出 計　(ｂ) 11,982 11,468 11,541

132.5% 96.9%

その他 400 18 16

0 0

96.3% 100.6%

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) 68 150 100 147.1% 66.7%

0.0% #DIV/0!

次期繰越収支差額 86 150 250 290.7% 166.7%

前期繰越収支差額 18

　※　自主事業を実施している場合は，上記に準じて，自主事業の収支実績を別掲すること。



６．評価対象年度（平成30年度）の管理運営評価【指定管理者・施設所管課記入】

評価 評価

2 人 4 人非正規

・森林インストラクターを２名と年度途中より自然観
察指導員を２名体制にし、自主事業の自然観察
会・クラフト教室等を開催。
また、特別講師による解説及び制作指導等で地質
観察会、キノコ観察会、苔玉教室、つる編み教室
などの実施し大変好評でした。

A

　一般参加者から好評であり，外部講師の
導入は一般参加者やインストラクターの技能
を高める良い機会となり来場者向上に繋がっ
ていると思料される。また，自然観察指導員
を２名体制にしたことにより，利用者へ密に接
することができ，満足度に繋がっていると認
められる。

Ａ

人員体制 正規

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】

②施設・設備の維持
　 管理業務の実施

・電気施設
→日常点検の実施、東北保安協会に委託し
定期点検の実施。
・機械
→使用マニアルによる整備点検の実施。
・防災
→消防防災訓練等の実施、夜間等の警備
については、警備会社（同和警備）に委託。

・当社による日常点検の実施、電気防災、
保安につきましては、委託契約を結び計画と
おり実施した。
・管理作業で使用する機械等は、使用マニ
アルに基づいた点検。整備・修理を実施し使
用した。

A

　事業実績報告などから，適切に実施された
ものと認められる。　また，老朽化した施設に
関する補修や区域内の刈払い及び枯損木
処理を適切に実施されるとともに，緊急的な
処理についても，迅速かつ丁寧に実施され
ている。

Ａ

①管理運営体制

・来園者の多い４月～１１月の期間について
は３名～４名体制にし、来園者への対応、園
内施設整備、遊歩道、他の除草及び各種案
内看板を増設（樹木名、注意喚起等）
・自主事業の新たな企画に森の宝探し等の
楽しみながら親子で参加できる内容で実施
できました。

B

　年度事業計画に基づき，自主事業を実施
されているものと認められる。
　新規企画も導入し集客に工夫がみられ，
利用者からの好評も認められる。

Ｂ

③運営業務（ソフト
　 事業等）の実施

・来園者の方々への開花情報の写真入り掲
示坂を万葉の森駐車場と管理棟前に設置
し、随時草花の開花時に更新展示をおこな
う。
・リピーターの誘導策として、各種イベント情
報、開花情報等を希望者の方のみ発送。
・テレビ、新聞、各種情報紙等の取材に積極
的に対応し広告掲載をおこなう。

・万葉の森年間イベント開催情報予定表等
を希望者のみの方へ発送をした。
・樹木・草花等銘板の増設をおこない、生物
多様性に関するクイズ板など遊歩道散策時
に来園者が楽しめる様設置しました。
・新聞・テレビ等の取材・報道を働きかけ多く
の県民の皆様にＰＲすることができた。

A

Ａ

⑤利用者サービス
　 の向上

・河北新報、大崎タイムなど各新聞社、各種
イベント情報誌等に各イベント情報の掲載依
頼の実施。
・仙台在局放送局への積極的な働きかけで
昭和万葉の森のPRに努める。
（隣接の万葉おおひら館、万葉パークゴルフ
場、万葉クリエートパークの取材と合わせた
取材等）

・駐車場に開花情報写真入り看板の設置、
管理棟入り口に同じく写真入り看板、管理棟
内には、万葉の森の四季の草花の写真入り
看板を設置しました。
・万葉の館周辺の落ち葉清掃、遊歩道の雨
での浸食等整備をこまめにおこなった。
・新聞社・テレビ等に開花情報等（山ゆり等）
の情報を発信した結果多くの来園者で賑わ
いました。

A

　事業計画に基づき，適切に運営業務が実
施されたものと認められる。
　指定管理者の創意工夫により来場者の増
加対策を図り，来場者からも評価されてい
る。 Ａ

④自主事業の実施

・自然観察会の開催（７回・１２４名参加）
・クラフト教室の開催（７回・６６名参加）
・森の宝探し開催（１回・２９組参加）
・万葉植物巡りの開催（２回・３８名参加）
・山ゆりまつりの開催（来園者１０１１７名）
・地質観察回（１回・１０名参加（新企画）
・キノコ観察会（１回・１３名参加（新企画）

・山ゆり期間中の天候にも恵まれ、期間中の
来園者数が前年より増えまして駐車場の収
容台数を超えてしまいました。
・新規企画の特別講師による観察会等を企
画し今までにない内容で実施でき、参加者の
方々から好評を得ました。（森の宝探し・キノ
コ観察会、地質観察回、初めての苔玉づく
り、昆虫観察会）

・強風時の枝落下による事故防止のため職
員による「一声運動」の実施と注意看板の増
設をおこなう。
・老朽化に伴い、遊歩道の木製階段の整備
（交換）、遊歩道に設置している横断水路、
橋等の整備を行った。
・記念林植樹地の老朽化した藤棚の交換。

・強風時の枯れ枝落下の注意喚起とし来園
者の方々に一声運動をおこなった。
・開園３０年を経過して施設の老朽化が一段
とすすんでおり、直営で修繕できる箇所につ
いては修繕実施を行いました。（特に四阿等
に設置しているベンチ、テーブル等の劣化が
問題です。）尚、計画的な施設改修を行う必
要があります。（担当部局と検討）

A

　各種事業の実施状況から，事業計画及び
指定管理者の評価のとおり，適切に実施さ
れたと認められる。園内の整理や清掃も行き
届いており，今後も引き続き利用者サービス
の向上や来場者確保に向けたＰＲ等の取り
組みについて適切に実施されていたと認めら
れる。

Ａ

⑥利用者の苦情，
　 要望等の把握
   とその反映

・利用者からの苦情につきましてはありません
でした。

・特に苦情等はありませんでした。
毎回、要望と上がるのは、トイレの洋式化に
つて集会棟の女子トイレ１箇所は変更になり
ましたが、男子トイレの方もという要望がありま
す。
・園内のベンチ、テーブル等が大分老朽化し
ており、当社でも補修はしておりますが限界に
きております。（遊歩道の木製階段もありま
す）

A

　利用者の評価も高く，利用者ニーズを把握
し，利用者からの要望等に対しても迅速に対
応するなど，適切に実施されているものと認
められる。

　適切な巡視と維持管理や予防措置が講じ
られ，利用者への安全に関する注意喚起を
図るなど，適切に安全対策を実施したものと
認められる。
　腐食した木材テーブルなどの使用に関し
て，使用しないよう注意喚起するなど対策が
見られ，対応も適切だったと認められる。

Ａ

⑧県民の平等利用

・県民の皆様に広く親しまれるよう、テレビ、ラ
ジオ、新聞、タウン情報誌等に情報提供でき
る様ＰＲする。
・万葉の館利用者受付は、利用日時、利用
時間、利用目的、利用者数の確認を行い利
用申請書記入の上貸し出しする。

・新聞、テレビ、タウン誌等に開花状況・イベ
ント情報の情報提供及び取材を積極敵にお
こなった結果、何々を見て来ましたという来
園者の方々が増えてきました。

A

　施設の使用許可等条例に基づく管理を行
い安全かつ有効な施設運営を行った。
　メディアや広報等を活用し，広く県民に対し
て利用を促すように考えられた運営内容で
あったと認められる。 Ａ

⑦安全対策



評価 評価

　　　【指定管理者が行う自己評価の基準（目安）】

　

　　　【県が行う評価の基準（目安）】

　

７．施設管理運営の課題等【指定管理者・施設所管課記入】

県の評価
【施設所管課記入】

⑨個人情報の保護

・個人情報保護規程
（趣旨）第１条
この　規程は、万葉まちづくりセンターの事務
業務に係わる個人情報の適正な取り扱いを
確保し、個人の権利利益の侵害の防止をを
図るため、個人情報の取り扱いに関し必要な
事項を定めるものとする。

・自主事業等の参加名簿については、個人
情報が記載されている関係書類等について
は、外部持ち出し禁止で事務所書庫に適切
に保管している。
・イベント情報、開花情報の案内状送付につ
いては希望者のみの発送としております。

A

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】

・「最小限の経費で最大限の効果」を目標に
掲げ、新たな自主事業、園内の環境整備・
遊歩道の危険木処理等を実施できました。

A

　個人情報の保護に関する重要性を職員全
員が認識し，適切な対応や書類の管理行わ
れていると認められる。

Ａ

⑩利用実績

・来園者数
→４７，７５１人
内、館利用数
→１，４９９人
茶室利用数
→４３人

・来園者数につきましては、昨年より約８、００
０人ほど増加しております。
・平成３０年度は天候に恵まれ昨年より来園
者数は増えておりますが、山ゆりまつり時期に
は、来園者が急増し駐車場整理が必要な状
況でした。

A

　利用者数は前年度よりも増加し着実にリ
ピーターを増やしており，施設のＰＲや各種イ
ベントの開催により集客の向上を図る取組が
行われているものと認められる。

Ａ

前年度支出と比べ，増となったが収入がや
や上回っている。利用者数が増加するよう自
主事業等に力を入れていると認められる。

Ａ

⑫その他の取組

・簡易的な炭焼き窯跡の再現を計画実施を
し、自然観察会等のコースに設定し当時の
山里の風景を味わっていただいております。

・開園３０年になり施設等が老朽化しており、
直営でできる環境整備等に取り組みました。
・数十年前に行われていた炭焼き窯跡の簡
易的な再建を行い、当時の山里風景を観察
していただき観察会等の名所となりました。 A

　利用者の利便性を向上させるように，施設
の運営管理を行っている。

Ａ

⑪収支実績

・「最小限の経費で最大限の効果」を目標
に，効率的な事業を実施した。

Ａ

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営を行った。

総　合　評　価

・環境整備（四阿周辺除草、清掃・遊歩道の
水路、橋等整備・景観を損なう倒木処理・危
険木の伐採撤去等・銘板の増設等）・今、何
処看板の設置等により来園者の方々が安全
に楽しめる様努めました。 A

管理者独自で危険木を処理し，また散策者
がわかりやすいように木にネームプレートを設
置する等，来園者に対して安全にかつわかり
やすい対策が見られた。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われなかった。大いに改善努力が必要である。

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営を行った。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり，さらなる工夫・改善が必要である。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われたとは認められず，大いに改善努力が必要である。

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり，優れた管理運営が行われた。

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり，適正な管理運営が行われた。

項　　　　目
指定管理者

【指定管理者記入】
県

【施設所管課記入】

管理運営の課題等

・開園３０年を過ぎて園内施設の老朽化しており集会棟・管理棟及び園内設
備等の不具合が出てきており、利用者の安全面もあり早急な修繕が必要であ
ります。
・まつくい虫の被害が年々進んでおり倒木等の危険性があります。
・万葉の森内及び周辺にも、イノシシが出没しており、自生している山ゆりの食
害等が心配になっております。（忌避剤等などの対策が必要です）

・不具合箇所の台帳整備を行い，県と事前に調整することによって，
計画的な修繕が可能となるため併せて財政部局との協議を行う。
・地方振興事務所において地上散布を行っているものの，確実に被
害を食い止められる訳ではないため，日頃の危険木調査に関して協
力願いたい。
・イノシシ対策については今後検討していく


